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(57)【要約】
【課題】噴霧ホースのスムーズな引き出し及び巻き取り
を３６０度全方位に対し可能としつつ小型化を図ること
ができる噴霧作業機の提供を課題とする。
【解決手段】液体を吸引し排出するポンプ２と、当該ポ
ンプ２から排出された液体を送り出し噴霧する噴霧ホー
ス４と、当該噴霧ホース４を巻き取るホースリール５と
を有する噴霧作業機１００において、環形状のループ体
２４をホースリール５の上方に水平に配置すると共に、
このループ体２４がホースリール５の軸心方向に延び、
当該軸心方向においてホースリール５と同等の幅を有す
る横長形状となるようにすることで、噴霧ホース４を小
さなループ体２４に通してホースリール５上に確実に導
き、小型化を図りつつ、３６０度全方位に対し噴霧ホー
ス４のスムーズな引き出し及び巻き取りを可能とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を吸引し排出するポンプ（２）と、当該ポンプ（２）を駆動する動力源（３）と、
前記ポンプ（２）から排出された液体を送り出し噴霧する噴霧ホース（４）と、当該噴霧
ホース（４）を巻き取るホースリール（５）とを有する噴霧作業機（１００）において、
　前記ホースリール（５）の上方に水平に配置され、前記噴霧ホース（４）が上下方向に
挿通可能な環形状のループ体（２４）を備え、
　前記ループ体（２４）は横長形状をなし、当該横長形状の延伸方向が前記ホースリール
（５）の軸心方向を向くように配置され、当該軸心方向において前記ホースリール（５）
と同等の幅を有するように構成されていることを特徴とする噴霧作業機（１００）。
【請求項２】
　前記ループ体（２４）を下方から支持する支持体（２５）を備え、
　前記ループ体（２４）及び前記支持体（２５）は、それぞれ断面が円弧状の部分を有す
るフレームからなり、
　前記支持体（２５）のフレームは前記ループ体（２４）のフレームよりも前記ループ体
（２４）のなす環形状の内側にずらして配置されていることを特徴とする請求項１記載の
噴霧作業機（１００）。
【請求項３】
　前記ループ体（２４）の延伸方向の両端部が、当該両端部以外の部分よりも高くなって
いることを特徴とする請求項１又は２記載の噴霧作業機（１００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、噴霧作業機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、液体を収容可能なタンクと、当該タンク内の液体を吸引し排出するポンプと
、当該ポンプを駆動する動力源と、ポンプから排出されたタンク内の液体を送り出し噴霧
する噴霧ホースと、当該噴霧ホースを巻き取るホースリールとを台車に搭載して構成され
た噴霧作業機が知られている。このような噴霧作業機は、３６０度全方位からスムーズに
噴霧ホースを引き出し、巻き取ることができるのが好ましい。これを実現する構成として
、高圧ホース（噴霧ホース）を巻車（ホースリール）に導くホースガイドと、高圧ホース
を３６０度全方位からホースガイドに導く円環状のフレームとを備えたものが提案されて
いる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２９５８４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献1に記載されている構成では、円環状のフレームがホースリー
ルよりも大きいために大きな設置スペースを必要とする。さらに、ホースリールよりも大
きなフレームでは、引き出し方向によって噴霧ホースをホースリール上に導くことができ
ない場合があるために上記のようにホースガイドを必要とする。このため、噴霧作業機が
大型化してしまうという問題があった。
【０００５】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、噴霧ホースのスム
ーズな引き出し及び巻き取りを３６０度全方位に対し可能としつつ小型化を図ることがで
きる噴霧作業機の提供を目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による噴霧作業機（１００）は、液体を吸引し排出するポンプ（２）と、当該ポ
ンプ（２）を駆動する動力源（３）と、ポンプ（２）から排出された液体を送り出し噴霧
する噴霧ホース（４）と、当該噴霧ホース（４）を巻き取るホースリール（５）とを有す
る噴霧作業機（１００）において、ホースリール（５）の上方に水平に配置され、噴霧ホ
ース（４）が上下方向に挿通可能な環形状のループ体（２４）を備え、ループ体（２４）
は横長形状をなし、当該横長形状の延伸方向がホースリール（５）の軸心方向を向くよう
に配置され、当該軸心方向においてホースリール（５）と同等の幅を有するように構成さ
れていることを特徴とする。
【０００７】
　このような噴霧作業機（１００）によれば、噴霧ホース（４）が上下方向に挿通可能な
環形状のループ体（２４）を備え、このループ体がホースリール（５）の軸心方向に延び
、当該軸心方向においてホースリール（５）と同等の幅を有する横長形状とされているた
め、噴霧ホース（４）はいずれの方向に引き出されても小さなループ体（２４）を通して
ホースリール（５）上に導かれる。これにより、小型化を図りつつ、３６０度全方位に対
し噴霧ホース（４）のスムーズな引き出し及び巻き取りが可能となる。
【０００８】
　ここで、ループ体（２４）を下方から支持する支持体（２５）を備え、ループ体（２４
）及び支持体（２５）は、それぞれ断面が円弧状の部分を有するフレームからなり、支持
体（２５）のフレームはループ体（２４）のフレームよりもループ体（２４）のなす環形
状の内側にずらして配置されている構成であると、噴霧ホース（４）が支持体（２５）の
フレームとループ体（２４）のフレームの双方に当接するため、フレームと噴霧ホース（
４）との接触圧力が分散され、噴霧ホース（４）の引き出し及び巻き取りがよりスムーズ
になる。
【０００９】
　また、ループ体（２４）の延伸方向の両端部が、当該両端部以外の部分よりも高くなっ
ている構成であると、ホースリール（５）の軸心方向に噴霧ホース（４）が引き出された
場合に、噴霧ホース（４）がループ体（２４）と接触する位置が高くなり、噴霧ホース（
４）を引き回しやすくなるため、噴霧ホース（４）の引き出し及び巻き取りがよりスムー
ズになる。
【発明の効果】
【００１０】
　このように本発明によれば、噴霧ホースのスムーズな引き出し及び巻き取りを３６０度
全方位に対し可能としつつ小型化を図ることができる噴霧作業機を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１実施形態に係る噴霧作業機の前方斜視図である。
【図２】図１に示す噴霧作業機の左側面図である。
【図３】図１に示す噴霧作業機の平面図である。
【図４】図２中のIV-IV矢視図である。
【図５】図４中のV-V矢視図である。
【図６】図２中の支持体の固定部を示す拡大図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る噴霧作業機のループ体および支持体を示す背面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明に係る噴霧作業機の好適な実施形態について添付図面を参照しながら説明
する。なお、各図において、同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略する



(4) JP 2012-17156 A 2012.1.26

10

20

30

40

50

。
【００１３】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る噴霧作業機の前方斜視図、図２は、図１に示す噴
霧作業機の左側面図、図３は、図１に示す噴霧作業機の平面図、図４は、図２中のIV-IV
矢視図、図５は、図４中のV-V矢視図、図６は、図２中の支持体の固定部を示す拡大図で
ある。
【００１４】
　図１～図３に示すように、本実施形態に係る噴霧作業機１００は、液体を収容可能なタ
ンク１と、当該タンク１内の液体を吸引し排出するポンプ（動噴）２と、当該ポンプ２を
駆動する動力源３（ここでは内燃機関）と、ポンプ２から排出されたタンク１内の液体を
送り出し噴霧する噴霧ホース４と、当該噴霧ホース４を巻き取るホースリール５とを台車
６に搭載して構成されている。また、台車６は作業者が把持するためのハンドル７を備え
ており、作業者はハンドル７を把持し、台車６を手押し車のように押し引きして移動させ
ることが可能となっている。以下、ハンドル７の設けられている側（図２の右側）を噴霧
作業機１００の後側とする。
【００１５】
　台車６は、上記各要素を搭載する台座部１３を備え、当該台座部１３の前側には、軸心
が左右方向に延びる一対の前輪８，８が回転自在に支持されており、台座部１３の後側に
は、左右一対の後輪９，９が回転自在に支持されている。この後輪９，９は、その軸心の
向きを水平面内で自在に変えられるようになっており、台車６の方向転換が容易となって
いる。
【００１６】
　このように移動自在に構成された台車６の上部には、台座部１３の前側から鉛直に立ち
上がり、後方へ延びる左右一対の上部フレーム１０，１０が設けられており、さらに各々
の上部フレーム１０，１０の後端に連設して上方且つ後方に延びる一対のハンドル支持フ
レーム１１，１１が設けられている。この一対のハンドル支持フレーム１１，１１の後端
同士は左右に伸びるフレームで繋がれており、この左右に延びるフレームが作業者の把持
する把持フレーム１２を構成している。そして、ハンドル支持フレーム１１，１１及び把
持フレーム１２により上記ハンドル７が構成されている。
【００１７】
　台車６の台座部１３と上部フレーム１０，１０との間には、上記タンク１が載置されて
いる。このタンク１の上部前側（図２の左側）には液体を注入するための注入口が形成さ
れており、当該注入口がキャップ１４により封止されている。
【００１８】
　また、タンク１の後方で、かつハンドル７の下方には、荷物を収容可能な荷物籠１５が
取り付けられている。
【００１９】
　一対の上部フレーム１０，１０の上部前側には、ポンプ２およびその動力源３からなる
ポンプセット２７が載置されている。
【００２０】
　また、左右一対の上部フレーム１０，１０の上部後側には、ホースリール５を取り付け
るための左右一対のリール台１６，１６が各々設けられており、一対のリール台１６，１
６の上に、一対の軸受体１７，１７が各々載置されている。
【００２１】
　ホースリール５は、噴霧ホース４を巻きつけるための芯体１９と、この芯体１９の軸心
方向両端において噴霧ホース４の脱落を防止する一対の円環状板２０，２０とを有してい
る。さらに、ホースリール５は、芯体１９の両端に連設され、一対の円環状板２０，２０
の左右外側に突出した一対の円柱体２１，２１を各々有しており、この円柱体２１，２１
が上記一対の軸受体１７，１７に各々回転自在に支持されている。このようにして、ホー
スリール５が台車６に支持され、左右に延びる軸心回りに回転自在となっている。また、
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円柱体２１，２１の一方（ここでは右側の円柱体２１）の端には、クランク状のハンドル
２２が連結されており、ハンドル２２を把持してホースリール５を回転させることが可能
となっている。
【００２２】
　ホースリール５には、上記噴霧ホース４が巻き取られている。また、噴霧ホース４の先
端には噴霧ノズル２３が取り付けられ、この噴霧ノズル２３から液体が噴霧されるように
なっている。そして、ホースリール５に巻き取られた噴霧ホース４を引き出し、または引
き出された噴霧ホース４をホースリール５に巻き戻すことで噴霧ホース４の引き出し長を
適宜調整しながら噴霧作業を行うことが可能となっている。
【００２３】
　ここで、噴霧ホース４の引き出しや巻取りをガイドするためのループ体２４と、それを
支持するための支持体２５について説明する。
【００２４】
　支持体２５は、前後方向に並設された一対の支持フレーム２６，２６を有し、各々の支
持フレーム２６，２６はパイプ材から形成されている（図５参照）。なお、フレーム２６
，２６の素材は円柱材であってもよい。この一対の支持フレーム２６，２６は、正面視に
おいて各々コの字形状に形成されており、その開口側を下方に向け開口内にホースリール
５を収容した状態で配置されている（図４参照）。
【００２５】
　図６に示すように、各々の支持フレーム２６の両下端部には、おねじ部２６ｂ，２６ｂ
が各々形成されており、このおねじ部２６ｂ，２６ｂによって各々の支持フレーム２６の
両下端部が上記左右一対のリール台１６，１６に取り付けられている。詳しくは、上記一
対の軸受体１７，１７に上下方向に貫通する孔が形成され、一対のリール台１６，１６の
対応する位置にも上下方向に貫通する孔が形成され、これらの孔に上方から支持フレーム
２６の両下端のおねじ部２６ｂ，２６ｂが挿通されている。そして、一対のリール台１６
，１６の裏側のナット２８，２８がおねじ部２６ｂ，２６ｂに対して締め付けられ、支持
フレーム２６の両端部が一対の軸受体１７，１７と共に一対のリール台１６，１６に各々
取り付けられている。なお、おねじ部２６ｂを挿通するための孔は、軸受体１７およびリ
ール台１６の前部および後部に形成されており、前側の孔において前側の支持フレーム２
６が取り付けられ、後側の孔において後側の支持フレーム２６が取り付けられている。
【００２６】
　図１～図３に示すように、一対の支持フレーム２６，２６の左右方向に延びる上部は、
ホースリール５の上方を左右に横切り、その上にループ体２４が載置されている（図４参
照）。ループ体２４は、パイプ材（又は円柱材）からなるフレームであり（図５参照）、
平面視において左右方向に延びる長円状に構成されている。そして、ループ体２４の左右
方向の幅は、ホースリール５の左右方向の幅と同等となっている。このように形成された
ループ体２４は、左右方向に延びる前後一対の直線部分を一対の支持フレーム２６，２６
の上部に各々重ねるようにして、一対の支持フレーム２６，２６に載置されて連結されて
いる。この連結状態において、一対の支持フレーム２６，２６の左右方向に延びる上部は
、ループ体２４の左右方向に延びる前後一対の直線部分に対し、ループ体２４のなす環形
状の内側にずらして配置されている（図５参照）。
【００２７】
　以上のように構成された噴霧作業機１００によれば、噴霧ホース４が上下方向に挿通可
能な環形状のループ体２４を備え、このループ体２４がホースリール５の軸心方向に延び
、当該軸心方向においてホースリール５と同等の幅を有する横長形状とされているため、
噴霧ホース４はいずれの方向に引き出されても小さなループ体２４を通してホースリール
５上に導かれる。これにより、小型化を図りつつ、３６０度全方位に対し噴霧ホース（４
）のスムーズな引き出し及び巻き取りが可能となる。
【００２８】
　また、本実施形態では、ループ体２４及び支持体２５のフレームは、噴霧ホース４と接
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ームはループ体２４のフレームよりもループ体２４のなす環形状の内側にずらして配置さ
れているため、噴霧ホース４が支持体２５のフレームとループ体２４のフレームの双方に
当接することになり、フレームと噴霧ホース４との接触圧力が分散され、噴霧ホース４の
引き出し及び巻き取りがよりスムーズになる。
【００２９】
　また、支持体２５を構成する支持フレーム２６の両端部のおねじ部２６ｂ，２６ｂにナ
ット２８，２８を締め付けることで、支持フレーム２６及び一対の軸受体１７，１７をリ
ール台１６，１６に共締めできるため、部品点数を削減し低コスト化を図ることができる
。
【００３０】
　次に、本発明による噴霧作業機の第２実施形態を説明する。図７は、本発明の第２実施
形態に係る噴霧作業機のループ体および支持体を示す背面図である。
【００３１】
　この第２実施形態が第１実施形態と違う点は、図７に示すように、上記ループ体２４に
代えて、左右の端部が左右外側に行くに従って上方へ向かうように傾斜したループ体２９
を用いると共に、上記支持フレーム２６，２６に代えて、左右方向に延びる上部の形状を
ループ体２９の形状に合わせて傾斜させた支持フレーム３１，３１を用いた点である。
【００３２】
　本実施形態によれば、ループ体２９の延伸方向の両端部が、当該両端部以外の部分より
も高くなっているため、ホースリール５の軸心方向に噴霧ホース４が引き出された場合に
、噴霧ホース４がループ体２９と接触する位置が高くなり、噴霧ホース４を引き回しやす
くなるため、噴霧ホース４の引き出し及び巻き取りがよりスムーズになる。
【００３３】
　なお、第１、第２実施形態では、タンク１を含む各要素が台車６に搭載された構成を示
したが、本発明による噴霧作業機はこのような構成に限られるものではない。例えば、タ
ンク１を搭載せず外部の貯水槽等を利用する構成であってもよいし、台車６に搭載せず作
業者が持ち上げて運搬する構成であってもよい。
【符号の説明】
【００３４】
　１…タンク、２…ポンプ、３…動力源、４…噴霧ホース、５…ホースリール、６…台車
、２４…ループ体、２５…支持体、１００…噴霧作業機。
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